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議会基本条例策定代表者会議 

 

○平成２８年１２月２２日（木曜日）                場 所  第一会議室     

 出席議員  １４名 

  座    長  森 戸 洋 子 議員 

  副 座 長        宮 下   誠 議員 

          湯 沢 綾 子 議員          鈴 木 成 夫 議員 

          片 山   薫 議員          林   倫 子 議員 

          中 山 克 己 議員          渡 辺 ふき子 議員 

          小 林 正 樹 議員          斎 藤 康 夫 議員 

          百 瀬 和 浩 議員          水 上 洋 志 議員 

          露 口 哲 治 議員          板 倉 真 也 議員 

 欠席議員   ０名 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 事務局職員出席者 

  議会事務局長    加 藤 明 彦         議会事務局次長          小 林 大 治 

  庶務調査係長    清 水 伸 悟         議 事 係    猿 渡 正 隆 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午後７時09分開会 

○森戸座長 こんばんは。議会基本条例策定代表

者会議を開催いたします。第39回目でございます。 

 本日は、議題は二つです。議会基本条例策定代

表者会議報告書（案）のご確認をお願いしたいと

思います。事前に、皆さんにはメールで送らせて

いただきまして、お一人の方からご意見を頂いて

いるところでございまして、反映させているとこ

ろと、「はじめに」のところもちょっと手直しが

あったんですが、ここは、申し訳ありませんが、

正副座長の思いということと、議会だよりで掲載

をさせていただいているところでありまして、修

正はしないで、このままで行かせていただければ

有り難いなと思っております。 

 あとは、「意義と目的」、「議会基本条例策定

代表者会議の設置」、また、「主な検討事項」で、

随分いろいろ議論いたしましたが、意見が分かれ

た問題や、長時間にわたって議論した問題をピッ

クアップして、掲載をしております。 

 あと、３番目から、「市民アンケートの実施」

を始め、「経過」を記載させていただいておりま

して、経過がずっとその後にも続いてまいります。 

 あと、「議会基本条例策定代表者会議の運用資

料」ということで、どのように進めてきたかが分

かるものをとじさせていただきました。 

 あと、「関係条例」ということで、最後の方で、

関係例規の関係ですね。改正したものを載せたの

と、新たな要綱などを載せさせていただきました。 

 こういうことでまとめさせていただきまして、

これを議会運営委員会に提出するということにな

ります。 

 一応以上で説明ですが、補足があれば、事務局、

お願いします。よろしいですか。 

（「結構です」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 皆さんの方から何かございますか。 

○片山議員 この報告書については、何かホーム

ページにアップするとか、使い方についての確認

をしておきたいなというのと、あと、条例を一緒
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にセットでという形になるのかなと思っているん

ですけれども、どういうふうに使っていくかにつ

いての確認をしておきたいと思います。 

○小林議会事務局次長 現在、議会基本条例のコ

ーナーといいますか、ページがありますので、そ

ちらに、この報告書の最終、案が取れたものをア

ップする予定でございます。 

○片山議員 あとは、ほかの議会の視察のときに

使うとか、そういった何かしら今後の使い方があ

るのかなと思いますので、また、新たな改選後の

ところでも、どういうふうに使っていくかという

ことも想定されているのかなと思うんですが、ち

ょっとその辺のことだけ確認しておきたいなと思

っています。 

○小林議会事務局次長 こちら、議会改革から来

ておりますので、今期、議会改革、最終のときに、

調査の締めくくりで報告書が付きます。こちらの

議会改革の方の報告書にも、当然後ろの方に付く

ものと考えておりますので、議会改革の報告書と

併せて、冊子として議会改革等で、今までのもの

と同様に、視察等に来られた方には資料としてお

配りとか、そういった形で活用されていくものか

と思われます。 

○森戸座長 よろしいですか。 

 それでは、この報告書をもって、議会基本条例

策定代表者会議は解散ということになります。委

員の皆様には大変ご協力をいただきまして、あり

がとうございました。 

 また、加藤議会事務局長始め、小林議会事務局

次長、そして、清水庶務調査係長始め、猿渡さん、

議会事務局の皆々様には大変ご尽力をいただいた

ことをお礼申し上げます。本当にありがとうござ

いました。 

 それでは、これをもって議会基本条例策定代表

者会議を終了いたします。お疲れさまでした。 

午後７時14分閉会 

 


